
　共通事項
■給付額／児童一人当たり 5万円※ 2区分の重複申請はできません。

　ひとり親世帯（①②のいずれかに該当する人）
①�公的年金などを受給していることにより、令和５年３月
分の児童扶養手当の支給を受けていない人
②�食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、
児童扶養手当を受給している人と同じ水準の収入の人

　ひとり親世帯以外
　令和５年3月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場
合、20歳未満）を養育する父母等（令和６年２月末までに生
まれた新生児も対象）であって、令和５年1月1日以降の収入
が急変し、市町村民税均等割が非課税相当の収入となった人

　次の支給要件に該当する人は、２月29日㈭までに申請してください。※すでに子育て世帯生活支援特別給付金を受け取っ
ている人は対象になりません。

　認可外保育施設を利用する３歳未満児の保育料
　認可外保育施設を利用する３歳未満児の保育料の一部を
補助します。今回は後期（10月～３月）分の申請を受け
付けます。
■�対象／本市に住民登録があり、次の①～③の全てに該当
する児童の保護者（国の無償化対象児童を除く）
　①�保育の必要性があり、認可外保育施設（企業主導型保

育施設を含む）、児童センター、認定こども園・幼稚
園の２歳児預かり事業を利用している児童

　②令和２年４月２日以降に生まれた児童
　③�市民税所得割課税額が 97,000 円未満の世帯に属す

る児童
■�補助金額／保育料の２分の１か交付上限額のいずれか低
い額

　認可外保育施設を利用する多子世帯の保育料
　認可外保育施設にお子さんが在園していて兄弟姉妹がい
る世帯（多子世帯）の保育料の一部を補助します。今回は
後期（10月～３月）分の申請を受け付けます。
■�対象／本市に住民登録があり、次の①～③のいずれかに
該当する世帯
　①�２人以上のお子さんが認可外保育施設に同時期に在園

している世帯
　②�幼稚園や他の保育施設などに在園しているお子さん以

外に、同時期に認可外保育施設に１カ月以上連続して
在園しているお子さんがいる世帯

　③�第３子以降のお子さんが認可外保育施設に１カ月以上
連続して在園している世帯

　※�幼児教育・保育の無償化の対象となる月は、対象外。
■�補助金額／同時在園の場合の第２子は保育料の半額（月
額 12,000 円上限）、第３子以降は保育料の全額（月額
24,000 円上限）　共通事項

■�申請書／現在配布しています。市内の施設を利用している人は利用施設を通して、市外の施設を利用している人は子育て
支援課窓口または郵送で配布しています。
■締切／３月８日㈮
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◆くらしNAVI・消費生活コラム（p.1-4）　◆乳幼児健診など・無料
相談（p.5)　◆情報交差点（p.6-7)　◆情報カレンダー（p.8)

市役所へのお問い合わせはこちら☎ 22-5111（代表）

今号の内容

認可外保育施設等を利用するお子さんの保育料を一部補助します
申請・問合せ／子育て支援課施設担当

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
申請・問合せ／子育て支援課給付担当
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米沢の生活をナビゲーション！市役所へのお問い合わせはこちらまで　22-5111（代表）

催
し
物

募
集

税
金

　
第
39
回
市
民
憲
章

　
新
春
書
き
初
め
展

【
展
示
会
】

　
小
中
学
生
の
力
作
を
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

２
月
22
日
㈭
～
27
日
㈫

10
時
～
17
時
30
分

ナ
セ
Ｂ
Ａ
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

無
料

【
表
彰
式
】
※
特
選
受
賞
者
の
み

２
月
24
日
㈯
10
時

ナ
セ
Ｂ
Ａ
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

秘
書
広
報
課
広
報
広
聴
担
当

　
令
和
６
年
度
前
期

　
広
報
よ
ね
ざ
わ
有
料
広
告

■�

掲
載
号
／
４
月
15
日
号
～
10
月

１
日
号

�

１
号
に
つ
き
全
枠（
縦
４・２
㎝

×
横
17
㎝
）３
万
１
０
０
０
円
、

半
枠（
縦
４・
２
㎝
×
横
８・
５

㎝
）１
万
７
０
０
０
円

２
月
29
日
㈭

�

①
広
告
掲
載
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
掲
載
広
告
案
を

添
付
の
上
、郵
送
ま
た
は
持
参
。

申
請
書
は
秘
書
広
報
課
に
あ
る

ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

入
手
可
能�

�
�

②
や
ま
が
た
ｅ
申

請（
二
次
元
コ
ー

ド
）か
ら
申
込
み�

※�

正
式
な
広
告
デ
ー
タ
は
広
告

掲
載
が
決
定
し
た
後
に
提
出

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�
申
込
多
数
の
場
合
は
調
整
の

上
、
抽
選
。
掲
載
位
置
の
指
定

不
可
。
受
付
期
間
以
降
の
申
込

み
は
、
空
き
が
あ
る
場
合
の
み

先
着
順
で
受
付
。

�

秘
書
広
報
課
広
報
広
聴
担
当

　
埋
蔵
文
化
財

　
発
掘
調
査
等
作
業
員

■�

作
業
期
間
／
令
和
６
年
４
月
～

令
和
７
年
３
月

■
作
業
場
所
／
米
沢
市
内

■
募
集
人
数
／
10
人
程
度

�

心
身
と
も
に
健
康
な
人�

�

※�

通
年
で
の
任
用
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

�

遺
跡（
埋
蔵
文

化
財
）
の
発
掘

調
査
、
図
面
作

成
の
補
助
。�

�
�

�
�

遺
物
整
理
作
業
、
発
掘
調
査
報

告
書
作
成
の
補
助
。

■�

受
付
日
時
／
３
月
４
日
㈪
・
５

日
㈫
９
時
～
16
時（
12
時
～
13

時
を
除
く
）

■��

受
付
場
所
／
社
会
教
育
文
化
課

（
置
賜
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
）

　
※�

所
定
の
履
歴
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
い
た
だ
き
、
簡

単
な
面
接
を
行
い
ま
す
。
な

お
、
履
歴
書
は
社
会
教
育
文

化
課
で
用
意
し
ま
す
。

�

社
会
教
育
文
化
課
文
化
財

担
当

　
商
標
の
プ
ロ
！
特
許
庁
が

　
行
う
体
験
型
セ
ミ
ナ
ー

　
意
外
と
知
ら
な
い
商
標
登
録
に

つ
い
て
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
特

許
庁
か
ら
講
師
を
お
迎
え
し
ま
す
。

�

３
月
６
日
㈬
18
時
30
分
～
20
時

30
分

置
賜
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

�
商
標
登
録
の
効
果
、
商
標
登
録

が
果
た
す
役
割
な
ど

無
料

３
月
５
日
㈫

�

や
ま
が
た
ｅ
申
請

（
二
次
元
コ
ー
ド
）

か
ら
申
込
み

�

社
会
教
育
文
化
課
社
会
教
育
担

当

　
市
税
な
ど
の
納
付
期
限

�

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
、
介

護
保
険
料
の
第
９
期
分
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
第
８
期

分（
※
普
通
徴
収
の
人
）

■�

納
期
限
／
２
月
29
日
㈭
※
簡
単

に
納
期
内
納
付
が
で
き
る
口
座

振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

納
税
課
管
理
担
当

　
市
・
県
民
税
の
申
告

　

市
・
県
民
税
の
申
告
は
、
市
・

県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど

の
計
算
や
所
得
額
証
明
書
な
ど
を

発
行
す
る
た
め
の
大
切
な
資
料
に

な
り
ま
す
。
申
告
が
必
要
な
人
は

必
ず
申
告
期
間
中
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

■
申
告
期
間
／
３
月
15
日
㈮
ま
で

■
申
告
場
所
／
市
役
所
２
階
会
議
室

�

広
報
よ
ね
ざ
わ
１
月
１
日
号
に

詳
し
く
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申

告
会
場
の
混
雑
緩
和
の
た
め
に

も
、
申
告
書
の
書
き
方
に
つ
い

て
相
談
の
必
要
が
な
い
人
は
、

郵
送
で
の
申
告
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

税
務
課
市
民
税
担
当

　
軽
自
動
車
税
の
廃
車
届
は

　
３
月
中
に
！

　
軽
自
動
車
や
原
動
機
付
自
転
車

な
ど
の
税
金
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
の
所
有（
使
用
）者
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
す
で
に
譲
渡
や
廃
棄
処
分
な
ど

で
車
両
が
手
元
に
無
い
場
合
は
廃

車
手
続（
登
録
の
抹
消
手
続
）を
し

な
い
と
軽
自
動
車
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
の

で
、
３
月
中
に
手
続

し
て
く
だ
さ
い
。

【
受
付
窓
口
】

■�

原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊

自
動
車
／
市
民
課

■�

二
輪
の
小
型
自
動
車
、
軽
自
動

車
／
山
形
運
輸
支
局（
山
形
市
）�

☎
０
２
３（
６
８
６
）４
７
１
１

■�

四
輪
の
軽
自
動
車
、
そ
の
他
車

両
／
山
形
県
軽
自
動
車
協
会

（
山
形
市
）☎
０
２
３（
６
８
６)

３
６
０
０

　
※�

県
自
家
用
自
動
車
協
会
県
南

支
部（
窪
田
町
窪
田
☎（
37
）

３
２
４
５
）で
代
行
可
。
た
だ

し
別
途
代
行
手
数
料
が
必
要
。

税
務
課
税
制
担
当
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日時

申込締切 申込先 申込方法 その他問合せ

期間 時間 場所 内容 講師 対象 定員 費用 持ち物

補
助
金

福
祉

健
康

こ
ど
も

　
良
好
な
景
観
形
成
を

　
支
援
し
ま
す

　
次
の
事
業
に
対
し
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

■�

申
込
期
間
／
２
月
15
日
㈭
～
４

月
15
日
㈪

�

補
助
金
額
の
決
定
は
令
和
６
年

度
当
初
予
算
成
立
の
上
、
審
査

会
に
よ
る
事
業
認
定
が
前
提
と

な
り
ま
す
。
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

都
市
計
画
課
計
画
担
当

　
は
り
、
き
ゆ
う
、
マ
ッ
サ
ー
ジ

　
等
助
成
事
業
新
規
登
録
申
請

■�

申
請
期
間
／
２
月
15
日
㈭
～
３

月
１
日
㈮

■�

申
請
資
格
／
本
市
に
居
住
し
、

は
り
師
免
許
、
き
ゆ
う
師
免
許

ま
た
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指

圧
師
免
許
を
有
す
る
人
で
、
市

内
に
施
術
所
を
開
設
し
て
い
る

人�

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
免
許
証
の
写
し
を
添
付
の

上
、
持
参
ま
た
は
郵
送
で
提
出

（
申
請
書
は
高
齢
福
祉
課
で
入

手
可
）。

�

高
齢
福
祉
課
高
齢
者
福
祉

担
当

　
介
助
が
必
要
な
人
の
入
浴
日

３
月
６
日
㈬
、
４
月
３
日
㈬

10
時
～
16
時

小
町
の
湯
や
ま
ぼ
う
し

�

①
お
お
む
ね
60
歳
以
上
で
介
助

が
必
要
な
人
②
身
体
に
障
が
い

が
あ
る
人

■�

利
用
条
件
／
付
添
人
が
同
行
し

介
助
で
き
る
こ
と
。

３
０
０
円
※
付
添
人
は
無
料

�

介
助
者
が
待
機
し
て
い
ま
す
。

一
般
の
人
の
入
浴
も
可
。
送
迎

は
要
相
談
。

�

小
町
の
湯
や
ま
ぼ
う
し（
赤
芝

町
）
☎（
32
）２
９
９
０（
木
曜

日
を
除
く
全
日
10
時
～
20
時
）

高
齢
福
祉
課
高
齢
者
福
祉
担
当

　
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス

　
聴
覚
や
発
話
に
障
が
い
の
あ
る

人
が
手
話
通
訳
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
な

ど
を
介
し
て
電
話
を
か
け
る
こ
と

に
よ
り
、
通
話
の
相
手
と
の
意
思

疎
通
を
可
能
に
す
る
電
話
リ
レ
ー

サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

社
会
福
祉
課
障
が
い
者
支
援
室

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　
ワ
ク
チ
ン
接
種

【�

無
料
で
の
接
種
は
令
和
６
年
３
月

末
で
終
了
し
ま
す
】

　
初
回
接
種
・
追
加
接
種
と
も
に

全
額
公
費
の
「
特
例
臨
時
接
種
」
は

３
月
31
日
㈰
で
終
了
し
ま
す
。
接

種
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
期
間
内

に
余
裕
を
持
っ
て

受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
令
和
６
年
度
は
、
秋
冬
頃
に
次

の
人
を
対
象
に
定
期
接
種
を
行
う

予
定
で
す（
原
則
有
料
）。

①
65
歳
以
上
の
人

②�

60
～
64
歳
で
心
臓
、
腎
臓
ま
た

は
呼
吸
器
の
機
能
に
障
が
い
が

あ
り
、
身
の
周
り
の
生
活
が
極

度
に
制
限
さ
れ
る
人
な
ど

�

米
沢
市
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎（
27
）

０
３
０
１

　
高
齢
者
肺
炎
球
菌

　
ワ
ク
チ
ン
接
種

　
65
歳
か
ら
５
歳
間
隔
の
年
齢
を

対
象
と
す
る
経
過
措
置
に
つ
い
て

は
、
令
和
５
年
度
で
終
了
予
定
で

す
。
公
費
負
担
の
対
象
者
に
は
令

和
５
年
４
月
に
は
が
き（
桃
色
）を

送
っ
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
す
る

人
は
３
月
31
日
㈰
ま
で
に
接
種
し

て
く
だ
さ
い
。

　
対
象
者
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い

場
合
や
は
が
き
を
無
く
し
た
場
合

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�

健
康
課
母
子
保
健
担
当�

�

☎（
24
）８
１
８
１

　
子
ど
も
予
防
接
種
週
間

　

３
月
１
日
㈮
～
７
日
㈭
は
「
子

ど
も
予
防
接
種
週
間
」
で
す
。
必

要
な
予
防
接
種
は
済
ん
で
い
る
か
、

母
子
健
康
手
帳
を
確
認
し
ま
し
ょ

う
。

【
麻
し
ん
風
し
ん
第
２
期
】

年
長
児

～
３
月
31
日
㈰

【�

ジ
フ
テ
リ
ア
破
傷
風
２
種
混
合
ワ

ク
チ
ン
】

11
歳
～
13
歳
未
満

�

現
小
学
校
６
年
生
は
で
き
る
だ

け
３
月
31
日
㈰
ま
で
に
受
け
ま

し
ょ
う
。

【�

子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン　

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
】

�

平
成
９
年
４
月
２
日
～
平
成
20

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
女
子

�

～
令
和
７
年
３
月
31
日
㈪��

※�

ま
だ
１
度
も
受
け
て
い
な
い

人
は
３
回
接
種
が
必
要
で
、

約
６
カ
月
か
か
り
ま
す
。

補助事業名 対象事業 対象区域 補助金額

景観形成
推進事業

景観形成重点地区内で行う
まちなみづくりに資する事業

景観形成重点地区
（松が岬公園周辺地区、米
沢駅周辺地区、上杉家廟
所周辺地区、小野川地区）

経費の２分の１
以内の額
（上限 60万円）

歴史的建造物
保存事業

築 50年以上で本市の歴史的景観
の保全に貢献する建造物の外観を
維持・修繕するための事業

都市計画区域内
経費の２分の１
以内の額
（上限 50万円）
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米沢の生活をナビゲーション！市役所へのお問い合わせはこちらまで　22-5111（代表）

そ
の
他

防
災

農
業

市
営
住
宅

入
居
者
募
集

事例 ボランティアを名乗る女性から「募金を集めている。集金に行く
ので家族構成を教えてほしい」と電話があった。
アドバイス これまでも大きな災害が起きた後で、義援金に絡めた不審な電話
や訪問に関する相談が寄せられています。公的機関が、各家庭に電話で義
援金を求めることは考えられません。不審な電話はすぐに切り、来訪の申
し出があっても断ってください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 消費生活センター☎40-0525

大規模災害に便乗した不審な
電話や訪問にご注意ください！

�

健
康
課
母
子
保
健
担
当�

�

☎（
24
）８
１
８
１

　
除
雪
機
に
よ
る

　
事
故
を
防
ご
う
！

　
毎
年
、
県
内
で
除
雪
機
に
よ
る

重
大
事
故
が
発
生
し
て
お
り
ま
す
。

除
雪
機
を
使
う
際
は
、
次
の
重
点

事
項
を
必
ず
守
っ
て
操
作
し
ま

し
ょ
う
。

①�

作
業
中
は
除
雪
機
の
周
囲
に
人

を
近
づ
け
な
い
。

②�

作
業
中
は
エ
ン
ジ
ン
を
掛
け
た

ま
ま
離
れ
な
い
。

③�

雪
詰
ま
り
を
取
り
除
く
時
は
必

ず
エ
ン
ジ
ン
を
止
め
、
雪
か
き

棒
を
使
う
。

④�

後
進
す
る
と
き
は
、
足
も
と
や

後
方
の
障
害
物
に
注
意
す
る
。

⑤�

安
全
機
構（
デ
ッ
ド
マ
ン
ク

ラ
ッ
チ
な
ど
）
の
無
効
化
は
絶

対
に
行
わ
な
い
。

　
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

安
全
啓
発
チ
ラ
シ
お
よ

び
動
画
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。�

防
災
危
機
管
理
課
地
域
防
災
担

当

　
水
田
活
用
の
直
接
支
払

　
交
付
金
に
関
す
る
説
明
会

　
５
年
間
で
１
度
も
水
張
り
が
行

わ
れ
な
い
農
地
は
、
水

田
活
用
の
直
接
支
払
交

付
金
の
交
付
対
象
外
と

な
る
方
針
で
す
。

　
こ
の
方
針
に
関
す
る
説
明
会
を

行
い
ま
す
の
で
、
耕
作
し
て
い
る

人
だ
け
で
は
な
く
、
耕
作
し
て
い

る
人
に
農
地
を
貸
し
て
い
る
人
も

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

３
月
３
日
㈰
10
時

置
賜
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

�

２
月
26
日
㈪
※
定
員
に
達
し
た

場
合
は
先
着
順
と
な
り
ま
す
。

�
��

や
ま
が
た
ｅ
申
請

（
二
次
元
コ
ー
ド
）

か
ら
申
込
み

農
政
課
農
産
担
当

　
戦
没
者
遺
族
相
談
員
制
度

　
戦
没
者
の
遺
族
が
、
各
種
年
金
・

給
付
金
な
ど
に
関
す
る
こ
と
や
生

活
上
お
困
り
の
こ
と
な
ど
を
相
談

で
き
る
制
度
が
あ
り
、
県
内
に
は

戦
没
者
遺
族
相
談
員
が
配
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く

団地名 部屋数 戸数 家賃（円） 区分
相生町 8-6-4.5 1 15,900 ～ 31,300 一般
窪田 6-6-6 2 17,300 ～ 34,100 一般
窪田 6-6-4.5 1 17,100 ～ 33,700 一般
太田町 8-6-6 4 24,900 ～ 49,600 一般
塩井町 1LDK 1 19,700 ～ 37,600 高齢者用
※家賃は収入により決定
※本募集のほか２月 29日㈭まで随時募集を行っている住戸もあります。

だ
さ
い
。

■�

戦
没
者
遺
族
相
談
員（
米
沢
市
）／

伊
藤�

次
郎
さ
ん��

�

☎（
23
）２
７
１
７

�

社
会
福
祉
課
総
務
企
画
担
当

■�

募
集
期
間
／
２
月
15
日
㈭
～
20
日
㈫

■�

入
居
時
期
／
３
月
22
日
㈮

■�

抽
選
会
／
２
月
27
日
㈫
13
時
30

分
～
※
世
帯
の
状
況
や
申
込
回

数
に
よ
っ
て
、
抽
選
倍
率
の
優

遇
制
度
が
あ
り
ま
す
。

�

令
和
５
年
分
の
源
泉
徴
収
票
な

ど
収
入
を
証
明
で
き
る
も
の
、

印
鑑
を
準
備
し
申
込
先
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

�

市
営
住
宅
指
定
管
理
者

（
門
東
町
３
丁
目
３-

１
）�

☎（
40
）
８
７
０
０
※
日
曜
・

祝
日
を
除
く
９
時
～
18
時



広
告
広
告

FAX

電気を使う、止める、春の新生活も応援

最新情報はこちらもご覧ください ☞ X（旧 Twitter）

集合住宅、店舗、農業設備、工場、街路灯等もお任せ下さい

5 2024.2.15

名称 場所 日時 問合せ

法律相談（予約制）
市役所相談室

3/1 ㈮・15㈮　13時 30分～ 16時
※�予約は 7日前 8時 30分から受け付けます（3/1 ㈮の
予約は 2/26 ㈪から、市外の人は 3日前から）。

秘書広報課☎ 22-5111

勤労者福祉会館 3/21 ㈭　13時～ 16時
※予約は前月 15日９時 30分から受け付けます。 勤労者福祉協会☎21-5250

こまりごと人権相談
市役所相談室 3/12 ㈫　13時 30分～ 16時

法務局米沢支局☎22-2148
法務局米沢支局 毎週月・金　9時～ 16時

行政相談 市役所相談室 3/21 ㈭　13時 30分～ 16時※受付 15時 30分まで 秘書広報課☎ 22-5111
登記相談 市役所相談室 3/7 ㈭　10時～ 12時※受付 11時まで 秘書広報課☎ 22-5111
交通事故・相続・遺言・
各手続全般の相談 市役所相談室

3/4 ㈪　13時～ 15時※予約可 行政書士会米沢分会
☎ 28-59713/18 ㈪　10時～ 15時※予約可

就業（内職）相談 市役所相談室 毎週月・水・金　9時～ 16時 商工課☎ 22-5111
消費生活相談 市役所相談室 毎週月～金　8時 30分～ 17時 環境生活課☎ 22-5111
健診結果・健康づくり
相談会（予約制） すこやかセンター 3/8 ㈮　9時 30分～ 11時 健康課☎ 24-8181

■

問合せ／健康課（すこやかセンター内）☎ 24-8181　
■場所／すこやかセンター（４か月児健診除く）　■休館日／３月 10日㈰

◆持ち物／母子健康手帳、健診票、外出に必要なもの（バスタオル・オムツなど）

名称 対象児 日程 時間 お知らせ
４か月児健診 市指定機関（小児科）で個別健診となります。※詳細はすこやか Kids 参照

７か月児健康教室
R5/7/6 ～ 7/24 生 3/1 ㈮

午前 ・�受付時間を個別に指定して案内しています。詳細はお送
りする通知をご覧ください。

・該当日に受診できない場合は健康課にご連絡ください。

R5/7/25 ～ 8/12 生 3/15 ㈮
R5/8/13 ～ 8/31 生 3/22 ㈮

１歳８か月児健診
R4/7/15 ～ 7/28 生 3/12 ㈫

午後
R4/7/29 ～ 8/15 生 3/19 ㈫

【全員参加】乳幼児健診・教室

◆持ち物／母子健康手帳、外出に必要なもの（バスタオル・オムツなど）

日時 対象 内容
3/8 ㈮ 13時 30分～ 15時 30分 妊婦、0～ 6か月頃の親子 体重測定、個別相談（助産師・保健師・栄養士・保育士）

【自由参加】おやこ広場

乳 幼 児 健 診

日時 対象 内容
3/7 ㈭ 10時～ 11時 30分

未就学児の親子 　保健師・栄養士へ気軽に子育て相談ができます。
3/18 ㈪ 15時～ 16時 30分

【自由参加】もくいくひろば健康相談

日時

申込締切 申込先 申込方法 その他問合せ

期間 時間 場所 内容 講師 対象 定員 費用 持ち物
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あなたの「挑戦と創造」をお待ちしています。
ご不明な点は、説明にお伺いしますので、お気
軽にお問い合わせください。
登録は、米沢ブランド公式ＷＥＢサイトから

TEAM NEXT YONEZAWA 登録受付中！

米沢ブランド 検索

米沢市 米沢ブランド戦略課 ☎22-5111

62024.2.15

日時

申込締切 申込先 申込方法 その他問合せ

期間 時間 場所 内容 講師 対象 定員 費用 持ち物

その他

情報を寄せる場合はこちらまで

　このコーナー（毎月 15日号）は、国・
県・市民団体など市の行政情報以外の
ものを掲載しています。「行事名・日時・
場所・内容・参加費・問合せ先」を明
記の上、掲載希望号の前月 20 日まで
に情報をお寄せください。なお掲載を
保証するものではありません。また、
期日が掲載月の 15日～18 日のもの、
サークルなどの会員募集、営利を目的
とするものは掲載できません。
�����box@city.yonezawa.yamagata.jp
�����0238-22-0498
〈送付先〉
〒 992-8501�米沢市金池５丁目 2-25
米沢市秘書広報課�宛て

�婚活の仕方、お見合い相手の紹介
などの個別相談
結婚を希望する人またはその家族
�無料　 ３月 20日（水 ·祝）

� � やまがたハッピーサポートセン
ター（山形市）☎023-687-1972

　国家公務員採用試験�
①�【総合職試験】院卒者試験・大卒程
度試験
②【一般職試験】大卒程度試験
③【一般職試験】高卒者試験
■�第１次試験日／①３月 17日㈰②６
月２日㈰③９月１日㈰
■インターネット申込受付期間／�
①～２月 26日㈪②２月 22日㈭～３
月25日㈪③６月14日㈮
～26日㈬（全て受信有効）
� 人事院東北事務局
第二課試験係（仙台
市）☎022-221-2022

　税務職員採用試験
【国税専門官採用試験】大卒程度
■�受験資格／①平成６年４月２日から
平成15年４月１日生まれの人②平
成15年４月２日以降生まれの人で
次に掲げる人⑴大学を卒業した人お
よび令和７年３月までに大学を卒業
する見込みの人⑵人事院が⑴に掲げ
る人と同等の資格があると認める人
■第１次試験日／５月 26日㈰
■�受験申込受付期間／２月 22日㈭～
３月 25日㈪�

【税務職員採用試験】高卒程度
■�受験資格／①令和６年４月１日にお
いて高校または中等教育学校卒業後
３年を経過していない人および令和
７年３月までに高校または中等教育

学校を卒業する見込みの人②人事院
が①に掲げる人に準ずると認める人
■第１次試験日／９月１日㈰
■�受験申込受付期間／�
６月14日㈮～26日㈬
インターネットで申込み
�仙台国税局人事第二
課試験研修係（仙台
市）☎022-263-1111（内線3236）
または人事院東北事務局（仙台市）
☎022-221-2022

　やまがた合同企業説明会2025
３月２日㈯ 13時～ 16時 30分
山形ビッグウイング（山形市）
�令和７年３月卒業予定の学生、�
既卒３年以内の人

■参加企業／ 160 社程度
�山形労働局職業安定部職業安定課
（山形市）☎ 023-626-6109�
またはハローワーク米沢☎22-8155

　山形県の最低賃金が
　改正されました！
【最低賃金】令和5年 10月 14日発効
●時間額�900 円
【特定（産業別）最低賃金時間額】�
令和 5年 12月 25日発効
●�一般産業用機械・装置等製造業� �
961 円

●電気機械器具等製造業�945 円
●自動車・同附属製造業�961 円
●�自動車整備業（分解整備従事者に限
る）�965 円
�山形労働局労働基準部賃金室（山
形市）☎ 023-624-8224 または
米沢労働基準監督署☎ 23-7120

　自動車の検査
　登録手続はお早めに！
　年度末は自動車の検査や登録の手

続で窓口が大変混み合います。自動車
の継続検査（車検）や、移転登録（名
義変更）、抹消登録などの
登録手続は、早めにお済
ませください。詳細や必
要書類などは、ホームペー
ジをご確認ください。
�山形運輸支局ヘルプデスク（手続案内）
（山形市）☎ 050-5540-2013

　林業退職金制度へ
　加入しませんか？
　林業界で働く人のために国が作っ
た退職金制度です。掛金は、税法上に
ついて法人では損金、個人企業では必
要経費となります。
●掛金の一部を国が免除
●�雇用事業主が変わって
も退職金は企業間を通
算して計算
�（独）勤労者退職金共済機構林業
退職金共済事業本部（東京都）�
☎ 03-6731-2889

申込専用
アドレス

国家公務員試験
採用情報NAVI

山形運輸支局
ホームページ

林業退職金共済
ホームページ
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身近な情報まとめ
てゲット！

相談

募集

催し物
　米沢ジュニア吹奏楽クラブ
　第２回定期演奏会
２月 24日㈯ 14時開演
市民文化会館　 無料
どなたでも（未就学児も入場可）
�米沢ジュニア吹奏楽�
クラブ�櫻井� �
☎ 090-7074-0989�
yonezawa.jwoc@

gmail.com

　シルバー人材センター
　入会説明会
2 月 28日㈬、3月 13日㈬
10時　 すこやかセンター
�（公社）米沢市シルバー人材セン
ター☎ 22-6680

　アウトドア探求脳塾
　冬～春の外遊び
�３月９日・16 日・23 日・30 日
各土曜日（１日２回開催の全８回
のうち希望の３回を選択）
① 10時～② 11時～
折原塾長宅（李山 8099）
�雪・空・木・虫・草などの変化を
五感で知る、雪上野球　ほか
�小・中学生（小学生は保護者同伴）、
高校生ボランティア
各回 12人
�1人１回200円（終了後アンケー
ト提出で 100円返金）
�ルーペ・筆記用具・冬の服装・マ
スク・サングラスまたはゴーグル
２月 25日㈰消印有効
�任意の様式に参加者全員の氏名・
年齢・学校名・住所・電話番号を
記入の上、返信用はがきを同封し

て申込先まで送付（ボランティア
も同様に申込み）
� 〒992-1461米沢市李山8099�
折原�勝男☎ 080-5557-3977
悪天候の場合、中止の連絡をします。

　健康体操の会
�令和６年４月～令和７年３月の毎
週水曜日（月４回開催）
９時 30分～ 10時 30分
北部コミセン
80人（先着順）
4,000 円／年
定員になり次第
� 北部コミセン�健康体操の会事
務局☎ 22-1811

　卒入学の母の装い
�２月 20 日・27 日、３月 12 日・
19日・26日の各火曜日
① 10時 30分～② 14時～
三條かの記念館
きものの着方と帯結び
成人女性
�8,000 円（きもの、袋帯の貸し出
しあり）
� （一財）民族衣裳文化普及協会山
形支部（山形市）☎0120-029-315

　決算・確定申告個別相談会
�①２月16日㈮・21日㈬・26日㈪、
３月１日㈮～３日㈰・６日㈬・11
日㈪②２月 29 日㈭※全日、必ず
事前電話予約
① 10時～ 16時② 18時～ 20時
無料　 個人事業主
�税務署からの「確定申告のお知ら

せ（はがき）」、帳簿類、直近２年分
の決算書・確定申告書の控え、各
種控除証明書、マイナンバーカー
ドなど

米沢商工会議所☎21-5111

　求職者のための
　就労・生活集中相談会
２月 26日㈪～３月１日㈮
10時～ 17時　 無料
�就労や生活・住まいに関する悩み・
不安・困りごと

■�専用電話／☎ 0800-800-7867�
（フリーダイヤル）
�山形県求職者総合支援センター
（山形市）☎ 0800-800-7867

　不動産無料相談
３月 12日㈫ 13時～ 15時
�山形県宅地建物取引業協会米沢地
区事務所
�不動産に関する一般的な相談、苦
情相談など※要申込
� 宅建米沢事務局☎ 23-0001�
※水曜日を除く平日９時～ 15時

　弁護士による住まいに
　関する無料法律相談
３月 21日㈭ 13時 30分～
置賜総合支庁
先着３人（１人40分程度）※要申込
� 県営住宅管理代行者山形県す
まい・まちづくり公社村山地域管理
事務所（山形市）☎023-647-0781

　やまがた縁結びたい
　結婚相談会（予約制）
�３月 23日㈯ 13時～ 16時 45分
（１組 45分程度）
�やまがたハッピーサポートセン
ター置賜支所（大町）

◆� アイコンのあるイベントは原則事前
申込みが必要です。

米沢ジュニア
吹奏楽クラブ
ホームページ
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1 2
法律相談予○市 �
�７か月児健康
教室○す

3 4 5 6 7 8 9
�三條歯科医院
�イオン米沢店

　�10時～ 12時、13
時 30分～ 16時

�相続などの相
談○市

�赤ちゃんを迎
える親講座【栄
養編】予○す �
�金子建設工業㈱

　�９時～ 12 時、13
時 30分～ 16時�

市民課窓口延長

登記相談○市
�もくいくひろ
ば健康相談○す

�健診結果・健
康づくり相談
会予○す
おやこ広場○す

10 11 12 13 14 15 16
�松岸歯科医院
（川西）
�マイナンバー
休日窓口�

�こまりごと人
権相談○市
�１歳８か月児
健康診査○す �
市民課窓口延長

� �発達に関する
個別相談予○す

法律相談予○市
�７か月児健康
教室○す

17 18 19 20 21 22 23
�斎藤歯科医院
（長井）

�相続などの相
談○市 �
�もくいくひろ
ば健康相談○す

�１歳８か月児
健康診査○す
市民課窓口延長

�わたなべデン
タルクリニッ
ク（高畠）

行政相談○市
法律相談予○勤
�サクサテクノ
㈱中田工場

　�９時 30分～11時
30分

�７か月児健康
教室○す

24 25 26 27 28 29 30
�長谷部歯科医院� 市民課窓口延長 � �

31
�すまいる歯科
（南陽）
市民課休日窓口

休日歯科診療　 相談　 献血
乳幼児健診・教室など　 休日窓口など　予 要予約

○市市役所　○すすこやかセンター　○勤勤労者福祉会館

�予約・問合せ先は�
健康課☎ 24-8181 です。

�詳細は５ページを�
ご覧ください。

市民課窓口延長
■�時間／毎週火曜日 18時 30分まで延長
■�取扱業務／各種証明書発行、マイナンバー関係手続

マイナンバー休日窓口
■時間／９時～ 12時
■場所／市民課

平日夜間・休日に具合が悪くなったら

　令和５年12月１日㈮から米沢市立病院で診療を行っています。
■診療場所／米沢市立病院内の診察室
■診療時間／�平日夜間�19 時～ 22時、休日�９時～ 17時

　市立病院で救急を担当しています。☎ 22-2450

救急輪番制度は終了しました

休日歯科診療�担当歯科医院

三條歯科医院�☎ 23-2206
松岸歯科医院（川西）☎ 46-3563
斎藤歯科医院（長井）☎ 0238-88-1827
�わたなべデンタルクリニック（高畠）☎56-3888
�長谷部歯科医院�☎ 22-8110
�すまいる歯科（南陽）☎ 43-8143

■診療時間／９時～ 15時

市民課休日窓口
■時間／８時 30分～ 12時
■�取扱業務／転入、転出、転居、国民健康保険の取得・喪失、引っ
越しに伴う「児童手当」「子育て支援医療証」「入学・転校」の手続


